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第３章 高齢者虐待対応における留意事項 
 

１ 高齢者虐待対応と個人情報保護法の対応について 

（１）はじめに 

高齢者虐待対応においては、区市町村や地域包括支援センター、関係機関等が、高齢者

や養護者等の氏名や住所、病名等、要配慮個人情報を含む個人情報を取り扱う場面が多々

あります。また、養介護施設従事者等による虐待の事実確認等の対応においても、調査の

迅速性・密行性が求められる中で、養介護施設等、関係機関等と情報の取得や共有を図る

必要があります。 

 

（２）地方自治体の個人情報の取扱い 

都・区市町村と直営の地域包括支援センターにおいて、虐待の事実確認と対応の事務を

行うに当たり、当然に、区市町村が業務委託した地域包括支援センターや、区市町村内の

他の部署間、高齢者虐待防止・養護者支援法第５条で規定されている団体及び関係者、他

の地方自治体との間で、迅速に情報の収集を行い、あるいは、情報の提供をする必要があ

ります。これについて、従前は各地方自治体ごとに定める個人情報保護条例等に基づいて

いましたが、令和５年の個人情報保護法改正法により、個人情報保護に関する地方自治体

の規律も、個人情報保護法第５章によって統一されることになりました（同法第２条第11

項。令和５年４月１日施行）。 

具体的には、まず行政機関が個人情報を保有するに当たっては、個人情報保護法第61条

第１項の規定に基づき、法令（条例を含む）の定める所掌事務又は業務を遂行するために

必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定する必要があります。 

〔図表３−１〕個人情報の保有の制限等 

 

 

 

 

 

高齢者虐待防止・養護者支援法に基づく事実確認や対応の事務は、同法第９条第１項や

第24条に基づく老人福祉法や介護保険法上の権限行使によるものだけでなく、任意（運営

指導を含む）の事実確認や協議によるものも含め「法令（条例を含む）の定める所掌事務

又は業務」（※１）に該当しますので、当該事務を遂行するために必要な個人情報は、個

人情報保護法第61条第１項に基づき保有することができます。 

（※１）各行政機関等の所掌事務又は業務には、当該行政機関等の設置の根拠となる法令において「所掌事務」や「業

務の範囲」を定める条文に列挙されている事務又は業務のほか、「権限」を定める条文上で規定されている事務

又は業務や、作用法上規定されている事務又は業務が含まれます。また、地方公共団体においては、地方自治

法第２条第２項に規定する「地域における事務」もこれに含まれます（個人情報保護委員会事務局, 個人情

報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）, p.65-66） 

 

（個人情報の保有の制限等） 

第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第六十六条

第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。）の定

める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特

定しなければならない。 
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その上で、地方自治体が保有する保有個人情報の利用・提供については、法令（※２）に

基づく場合を除き、原則として利用目的の範囲内で行うことが求められます（個人情報保

護法第69条第１項）。もっとも、利用目的の範囲外で臨時的に利用・提供する場合であっ

ても、同条第２項各号に該当する場合には、利用・提供することが可能です。 

（※２）個人情報保護法第69条第１項の「法令に基づく場合」とは、第61条１項の「法令に定める事務又は業

務」の範囲とは異なり、法令に基づく情報提供が義務付けられている場合のみならず、法令に情報提供

の根拠規定がおかれている場合も含むと解されるが、他方で、具体的な情報の利用又は提供に着目せず

行政機関等の包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取

扱いは、「法令に基づく場合」には当たらない（個人情報保護委員会事務局,個人情報の保護に関する

法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）, p.101-102）。 

 
〔図表３−２〕行政機関等から利用及び提供する場合 

 

（利用及び提供の制限） 

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人

情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保

有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又

は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を

内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由が

あるとき。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を

提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行

に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて

相当の理由があるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情

報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その

他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げる

ものではない。 

４ 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保

有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若

しくは機関又は職員に限るものとする。 

 

そのため、都・区市町村と直営の地域包括支援センターが個人情報を取り扱うに当たっ

ては、このような個人情報保護法の規律に従って適切に対応する必要があります。 
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（３）民間事業者（区市町村から業務委託を受けた地域包括支援センター、介護保

険事業者、医療機関その他の虐待対応協力者）の個人情報の取扱い 

区市町村が虐待の有無や緊急性の判断を行う上で、医療・福祉等関係者（個人情報取扱

事業者）や地域住民からの通報や情報提供が不可欠です。 

この時、個人情報保護法令への十分な理解がないと、通報や情報共有にためらいが生じ

る等により、区市町村が事実確認や緊急性の判断、深刻度の判断、対応方針検討のための

当該世帯の情報収集について困難が生じ、区市町村の虐待有無の判断ができない、的確な

対応方針が立てられない等の問題が生じます。 

虐待のおそれのある世帯に関する様々な情報は、極めて秘匿性の高いものであり、関係

者・関係機関等にも守秘義務規定がありますので、それを保障することが必要ですが、高

齢者の権利と利益、生命、身体又は財産の危険にも関わる問題であり、情報を適切に収集・

共有することに高い優先順位があります。 

この趣旨により、高齢者虐待防止・養護者支援法は、国民に通報義務を課し（同法第７

条、第21条）、区市町村に虐待の事実確認のための情報収集権限を付与しており（同法第

９条第１項等）、担当課からの照会には、他部署はもちろん、他区市町村や他の機関、民

間協力団体もこれに協力するよう努める必要があります（同法第５条第２項）。 

医療・福祉等関係者や区市町村から業務委託を受けた地域包括支援センター（民間事業

者）等の個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる

限り特定し、原則として特定された利用目的の達成に必要な範囲で当該個人情報を取り扱

う必要があります（個人情報保護法第17条第１項、第18条第１項）。 
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その上で、地方自治体が保有する保有個人情報の利用・提供については、法令（※２）に

基づく場合を除き、原則として利用目的の範囲内で行うことが求められます（個人情報保

護法第69条第１項）。もっとも、利用目的の範囲外で臨時的に利用・提供する場合であっ

ても、同条第２項各号に該当する場合には、利用・提供することが可能です。 

（※２）個人情報保護法第69条第１項の「法令に基づく場合」とは、第61条１項の「法令に定める事務又は業

務」の範囲とは異なり、法令に基づく情報提供が義務付けられている場合のみならず、法令に情報提供

の根拠規定がおかれている場合も含むと解されるが、他方で、具体的な情報の利用又は提供に着目せず

行政機関等の包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取

扱いは、「法令に基づく場合」には当たらない（個人情報保護委員会事務局,個人情報の保護に関する

法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）, p.101-102）。 

 
〔図表３−２〕行政機関等から利用及び提供する場合 

 

（利用及び提供の制限） 

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人

情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保

有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又

は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を

内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由が

あるとき。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を

提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行

に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて

相当の理由があるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情

報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その

他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げる

ものではない。 

４ 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保

有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若

しくは機関又は職員に限るものとする。 

 

そのため、都・区市町村と直営の地域包括支援センターが個人情報を取り扱うに当たっ

ては、このような個人情報保護法の規律に従って適切に対応する必要があります。 
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（３）民間事業者（区市町村から業務委託を受けた地域包括支援センター、介護保

険事業者、医療機関その他の虐待対応協力者）の個人情報の取扱い 

区市町村が虐待の有無や緊急性の判断を行う上で、医療・福祉等関係者（個人情報取扱

事業者）や地域住民からの通報や情報提供が不可欠です。 

この時、個人情報保護法令への十分な理解がないと、通報や情報共有にためらいが生じ

る等により、区市町村が事実確認や緊急性の判断、深刻度の判断、対応方針検討のための

当該世帯の情報収集について困難が生じ、区市町村の虐待有無の判断ができない、的確な

対応方針が立てられない等の問題が生じます。 

虐待のおそれのある世帯に関する様々な情報は、極めて秘匿性の高いものであり、関係

者・関係機関等にも守秘義務規定がありますので、それを保障することが必要ですが、高

齢者の権利と利益、生命、身体又は財産の危険にも関わる問題であり、情報を適切に収集・

共有することに高い優先順位があります。 

この趣旨により、高齢者虐待防止・養護者支援法は、国民に通報義務を課し（同法第７

条、第21条）、区市町村に虐待の事実確認のための情報収集権限を付与しており（同法第

９条第１項等）、担当課からの照会には、他部署はもちろん、他区市町村や他の機関、民

間協力団体もこれに協力するよう努める必要があります（同法第５条第２項）。 

医療・福祉等関係者や区市町村から業務委託を受けた地域包括支援センター（民間事業

者）等の個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる

限り特定し、原則として特定された利用目的の達成に必要な範囲で当該個人情報を取り扱

う必要があります（個人情報保護法第17条第１項、第18条第１項）。 
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〔図表３−３〕個人情報取扱事業者から提供する場合 

 

（第三者提供の制限） 

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得

ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提

供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不当に

侵害するおそれがある場合を除く）。 

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学

術研究目的で提供する必要があるとき（当該個人データを提供する目的の一部が学術研

究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）

（当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る）。 

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学

術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研

究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く）。 

２～４  （略） 

５ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用に

ついては、第三者に該当しないものとする。 

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱い

の全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合

であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の

範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 

６   （略） 
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２ 高齢者の居住実態と住所地が異なる場合の対応 

（１）高齢者虐待対応を担う区市町村 

高齢者虐待への対応は、養護者による高齢者虐待、養介護施設従事者等による高齢者虐

待ともに、高齢者の居住実態のある自治体が行うことが基本となります。 

住民票を移すことなく親族宅等で生活しており、養護者による高齢者虐待が疑われる事

案が発生した場合、あるいは高齢者が住民票を移すことなく他自治体の養介護施設等で生

活しており養介護施設従事者等による高齢者虐待が疑われる事案が発生した場合は、高齢

者の居住実態のある自治体が通報・届出の受理と事実確認の対応を行います。 

対応する自治体では、必要な情報を通報者等から確認するとともに、住民票のある自治

体等と連携して高齢者に関する基本情報等を取得することや、通報等が寄せられた事実等

を共有し、自治体間で協力して対応できる体制を構築しておくことが必要です。 

 

（２）権限行使が必要な場合の対応 

高齢者虐待に関する事実確認の結果、状況によっては高齢者の保護が必要となり、やむ

を得ない事由による措置等や区市町村長申立てを行う場合もあります。 

やむを得ない事由による措置等については、老人福祉法第５条の４第１項において基本

的に高齢者が居住する区市町村が行うことが定められています。 

〔図表３−４〕福祉の措置の実施者について  

老人福祉法（福祉の措置の実施者） 

第五条の四 六十五歳以上の者（六十五歳未満の者であって特に必要があると認められるものを

含む。以下同じ。）又はその者を現に養護する者（以下「養護者」という。）に対する第十条の四

及び第十一条の規定による福祉の措置は、その六十五歳以上の者が居住地を有するときは、そ

の居住地の区市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現

在地の市町村が行うものとする。 

ただし、同条第一項第一号若しくは第二号の規定により入所している六十五歳以上の者又

は生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十条第一項ただし書の規定により同法

第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設若しくは同法第三十

条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設に入所している六十五歳以上の者について

は、これらの者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、これら

の者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、

入所前におけるこれらの者の所在地の市町村が行うものとする。 
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〔図表３−３〕個人情報取扱事業者から提供する場合 

 

（第三者提供の制限） 

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得

ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提

供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不当に

侵害するおそれがある場合を除く）。 

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学

術研究目的で提供する必要があるとき（当該個人データを提供する目的の一部が学術研

究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）

（当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る）。 

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学

術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研

究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く）。 

２～４  （略） 

５ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用に

ついては、第三者に該当しないものとする。 

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱い

の全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合

であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の

範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 

６   （略） 
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２ 高齢者の居住実態と住所地が異なる場合の対応 

（１）高齢者虐待対応を担う区市町村 

高齢者虐待への対応は、養護者による高齢者虐待、養介護施設従事者等による高齢者虐

待ともに、高齢者の居住実態のある自治体が行うことが基本となります。 

住民票を移すことなく親族宅等で生活しており、養護者による高齢者虐待が疑われる事

案が発生した場合、あるいは高齢者が住民票を移すことなく他自治体の養介護施設等で生

活しており養介護施設従事者等による高齢者虐待が疑われる事案が発生した場合は、高齢

者の居住実態のある自治体が通報・届出の受理と事実確認の対応を行います。 

対応する自治体では、必要な情報を通報者等から確認するとともに、住民票のある自治

体等と連携して高齢者に関する基本情報等を取得することや、通報等が寄せられた事実等

を共有し、自治体間で協力して対応できる体制を構築しておくことが必要です。 

 

（２）権限行使が必要な場合の対応 

高齢者虐待に関する事実確認の結果、状況によっては高齢者の保護が必要となり、やむ

を得ない事由による措置等や区市町村長申立てを行う場合もあります。 

やむを得ない事由による措置等については、老人福祉法第５条の４第１項において基本

的に高齢者が居住する区市町村が行うことが定められています。 

〔図表３−４〕福祉の措置の実施者について  

老人福祉法（福祉の措置の実施者） 

第五条の四 六十五歳以上の者（六十五歳未満の者であって特に必要があると認められるものを

含む。以下同じ。）又はその者を現に養護する者（以下「養護者」という。）に対する第十条の四

及び第十一条の規定による福祉の措置は、その六十五歳以上の者が居住地を有するときは、そ

の居住地の区市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現

在地の市町村が行うものとする。 

ただし、同条第一項第一号若しくは第二号の規定により入所している六十五歳以上の者又

は生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十条第一項ただし書の規定により同法

第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設若しくは同法第三十

条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設に入所している六十五歳以上の者について

は、これらの者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、これら

の者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、

入所前におけるこれらの者の所在地の市町村が行うものとする。 
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一方、区市町村長申立てを行う区市町村については、「市町村長による成年後見制度に基

づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例示について」（令

和３年11月26日障障発1126第１号障精発1126第１号老認発1126第２号）において、以下の

ように例示されています。高齢者の権利利益を守るため、関係する区市町村間での連携強

化に努める必要があります。 

〔図表３−５〕成年後見制度の区市町村長申立てに関する手続（例示） 

「市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続

の例示について」（令和３年11月26日） 

市町村長申立てに当たっては、対象者の権利擁護支援が迅速に行われることにより、本人の利

益が尊重されることが重要である。市町村長申立てを行う市町村は、本人の状態像や生活実態を

的確に把握していることが重要であることや、施設所在地への申立ての過度の集中を防ぐ観点も

考慮する必要がある。これらの観点を総合的に踏まえ、住所（住民登録のある場所をいう。以下同

じ。）と居所が異なる市町村である場合における市町村長申立ては原則として、 

・生活保護の実施機関（都道府県が実施機関である場合を除く。以下同じ。） 

・入所措置の措置権者 

・介護保険の保険者 

・自立支援給付の支給決定市町村 

等となる市町村が行うこと。 

ただし、施設入所が長期化し、施設所在地市町村が本人の状況をよく把握している場合等にお

いては、当該市町村が積極的に申し立てることを妨げるものではない。 

また、居所となる施設所在地市町村や成年後見制度の利用促進を担う中核機関等は、医師の診

断書や本人情報シートの作成に係る調整、成年後見人等の受任調整等に関して、迅速な申立てに

資するため、市町村長申立てを行う市町村の要請に応じて協力すること。  

なお、本人の年齢や状態によっては、市町村内において関係部局が複数になることも想定され

ることから、市町村長申立てに向けて円滑な情報共有を図るため、庁内における連携体制を構築

すること。 

 
〔図表３−６〕高齢者の住所地と居住地が異なる場合の対応主体  

相談・通報・届出を受付

け、事実確認等の対応 

高齢者が居住する区市町村が通報・届出を受け付け、事実確認等の対

応を行います。 

高齢者の住民票所在地区市町村は、必要となる各種情報の提供をは

じめ、居住区市町村と連携協力体制を築きながら、高齢者の安全確保や

虐待対応にも協力します。 

老人福祉法に規定するや

むを得ない事由による措

置等 

基本的には、高齢者が居住する区市町村が対応します。 

成年後見制度の区市町

村長申立て 

基本的には、生活保護の実施機関、入所措置の措置権者、介護保険の

保険者、自立支援給付の支給決定区市町村が実施します。ただし、高齢

者が居住する区市町村の申立ても認められています。（関係区市町村間

で協議し、高齢者の権利利益を守ることが必要） 
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介護保険法 地域支援事業における住所地特例者に対するサービス実施主体の考え方 

 

介護保険法（平成九年法律第百二十三号） 施行日：平成三十年四月一日 

 

第六章 地域支援事業等（地域支援事業） 一部抜粋 

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者（当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を

除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被

保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。）の要介

護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立し

た日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従

って、地域支援事業として、次に掲げる事業（以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。）

を行うものとする。 

 

（参考：住所地特例者に対する各サービスの実施主体） 

サービス名 改正前 H27.4～ 
（参考）総合事業の実施を猶

予する場合 

介護予防ケアマネジメント 

（旧制度：包括的支援事業） 
保険者市町村 － 施設所在市町村 

介護予防ケアマネジメント 

（新制度：総合事業） 
－ 

施設所在市町村 

※国保連経由で財源調整 

－ 

※国保連経由で財源調整 

介護予防支援 保険者市町村 

施設所在市町村 

※国保連に請求し保険者が

支払 

施設所在市町村 

※国保連に請求し保険者が支

払 

包括的支援事業 保険者市町村 施設所在市町村 施設所在市町村 

（出典）「平成 27 年 4 月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い（介護予防支援・介護予防ケアマネジ

メント）について」（平成 27 年 2月 27 日厚生労働省老健局振興課事務連絡）より抜粋 
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一方、区市町村長申立てを行う区市町村については、「市町村長による成年後見制度に基

づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例示について」（令

和３年11月26日障障発1126第１号障精発1126第１号老認発1126第２号）において、以下の

ように例示されています。高齢者の権利利益を守るため、関係する区市町村間での連携強

化に努める必要があります。 

〔図表３−５〕成年後見制度の区市町村長申立てに関する手続（例示） 

「市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続

の例示について」（令和３年11月26日） 

市町村長申立てに当たっては、対象者の権利擁護支援が迅速に行われることにより、本人の利

益が尊重されることが重要である。市町村長申立てを行う市町村は、本人の状態像や生活実態を

的確に把握していることが重要であることや、施設所在地への申立ての過度の集中を防ぐ観点も

考慮する必要がある。これらの観点を総合的に踏まえ、住所（住民登録のある場所をいう。以下同

じ。）と居所が異なる市町村である場合における市町村長申立ては原則として、 

・生活保護の実施機関（都道府県が実施機関である場合を除く。以下同じ。） 

・入所措置の措置権者 

・介護保険の保険者 

・自立支援給付の支給決定市町村 

等となる市町村が行うこと。 

ただし、施設入所が長期化し、施設所在地市町村が本人の状況をよく把握している場合等にお

いては、当該市町村が積極的に申し立てることを妨げるものではない。 

また、居所となる施設所在地市町村や成年後見制度の利用促進を担う中核機関等は、医師の診

断書や本人情報シートの作成に係る調整、成年後見人等の受任調整等に関して、迅速な申立てに

資するため、市町村長申立てを行う市町村の要請に応じて協力すること。  

なお、本人の年齢や状態によっては、市町村内において関係部局が複数になることも想定され

ることから、市町村長申立てに向けて円滑な情報共有を図るため、庁内における連携体制を構築

すること。 

 
〔図表３−６〕高齢者の住所地と居住地が異なる場合の対応主体  

相談・通報・届出を受付

け、事実確認等の対応 

高齢者が居住する区市町村が通報・届出を受け付け、事実確認等の対

応を行います。 

高齢者の住民票所在地区市町村は、必要となる各種情報の提供をは

じめ、居住区市町村と連携協力体制を築きながら、高齢者の安全確保や

虐待対応にも協力します。 

老人福祉法に規定するや

むを得ない事由による措

置等 

基本的には、高齢者が居住する区市町村が対応します。 

成年後見制度の区市町

村長申立て 

基本的には、生活保護の実施機関、入所措置の措置権者、介護保険の

保険者、自立支援給付の支給決定区市町村が実施します。ただし、高齢

者が居住する区市町村の申立ても認められています。（関係区市町村間

で協議し、高齢者の権利利益を守ることが必要） 
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介護保険法 地域支援事業における住所地特例者に対するサービス実施主体の考え方 

 

介護保険法（平成九年法律第百二十三号） 施行日：平成三十年四月一日 

 

第六章 地域支援事業等（地域支援事業） 一部抜粋 

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者（当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を

除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被

保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。）の要介

護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立し

た日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従

って、地域支援事業として、次に掲げる事業（以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。）

を行うものとする。 

 

（参考：住所地特例者に対する各サービスの実施主体） 

サービス名 改正前 H27.4～ 
（参考）総合事業の実施を猶

予する場合 

介護予防ケアマネジメント 

（旧制度：包括的支援事業） 
保険者市町村 － 施設所在市町村 

介護予防ケアマネジメント 

（新制度：総合事業） 
－ 

施設所在市町村 

※国保連経由で財源調整 

－ 

※国保連経由で財源調整 

介護予防支援 保険者市町村 

施設所在市町村 

※国保連に請求し保険者が

支払 

施設所在市町村 

※国保連に請求し保険者が支

払 

包括的支援事業 保険者市町村 施設所在市町村 施設所在市町村 

（出典）「平成 27 年 4 月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い（介護予防支援・介護予防ケアマネジ

メント）について」（平成 27 年 2月 27 日厚生労働省老健局振興課事務連絡）より抜粋 

 

 
  

—　　—65

第
3
章


